
議案第４号 

八幡浜市離島振興対策実施地域及び半島振興対策実施地域における固定

資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和元年６月１０日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市離島振興対策実施地域及び半島振興対策実施地域における固定

資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第６条の規定によ

り、本市が離島振興対策実施地域において固定資産税の課税をしないこと（以

下「課税免除」という。）及び半島振興対策実施地域における固定資産税につ

いて不均一の課税をすること（以下「不均一課税」という。）について必要な

事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 離島振興対策実施地域 離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第

１項の規定により指定された地域をいう。 

⑵ 半島振興対策実施地域 半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第２条第

１項の規定により指定された地域をいう。 

（離島振興対策実施地域における課税免除） 

第３条 離島振興対策実施地域内において、離島振興法第２０条の地方税の課税

免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成５年自

治省令第１号）第２条第１号イに規定する期間内に、製造の事業、旅館業（下

宿営業を除く。）、情報サービス業その他同省令第１条で定める事業の用に供す

るため、同号イに規定する特別償却設備（以下この条において「特別償却設備」

という。）を新設し、又は増設した者については、当該特別償却設備である家

屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（平成３１年１月２日以後に
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おいて取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場

合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税は、新たに固定資産

税を課することとなった年度以降３年度分に限り、八幡浜市市税条例（平成１

７年条例第５５号。以下「市税条例」という。）第６２条の規定にかかわらず、

これを課さないものとする。 

（半島振興対策実施地域における不均一課税） 

第４条 半島振興対策実施地域内において、半島振興法第１７条の地方税の不均

一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成７年自治省令第１６

号）第１条第１号に規定する期間内に、半島振興法第１７条各号に掲げる事業

の用に供するため、同省令第１条第１号に規定する特別償却設備（以下この条

において「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設した者については、

当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地

（平成３１年１月２日以後において取得したものに限り、かつ、土地について

は、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家

屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定

資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度（以下「初年度」

という。）以降３年度分に限り、市税条例第６２条の規定にかかわらず、次の

表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。  

年度の区分 税率 

初年度 零 

第２年度（初年度の翌年度を

いう。以下同じ。） 

市税条例第６２条に規定する税率に４分の１

を乗じて得た率 

第３年度（第２年度の翌年度

をいう。） 

市税条例第６２条に規定する税率に２分の１

を乗じて得た率 

（課税免除又は不均一課税の申請等） 

第５条 この条例の規定により課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする

者は、規則で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の１月３１日ま

でに市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合は、課税免除又は不均一課税の

適用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。 
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３ 課税免除又は不均一課税の適用を受けた者は、第１項の規定による申請の内

容に変更があったときは、速やかに、当該変更の内容を市長に届け出なければ

ならない。 

（課税免除又は不均一課税の承継） 

第６条 課税免除又は不均一課税の適用を受けた事業者が相続、合併その他の事

由により名義を変更した場合、その事業を承継した者のうち、引き続き課税免

除又は不均一課税の適用を受けようとするものは、事業の権利を取得した日か

ら１月以内に当該承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出により市長が承継の事実を確認した場合は、当該事業

を承継した者は、引き続き残余の期間、課税免除又は不均一課税の適用を受け

ることができる。 

（課税免除又は不均一課税の取消し） 

第７条 市長は、課税免除又は不均一課税の適用を受けた者が、次の各号のいず

れかに該当するときは、当該課税免除又は不均一課税の適用を取り消すことが

できる。 

⑴ 課税免除又は不均一課税の要件に該当しなくなったとき。 

⑵ 虚偽その他不正の手段により課税免除又は不均一課税の適用を受け、又は

受けようとしたとき。 

⑶ 市税を滞納したとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が課税免除又は不均一課税を取り消す必

要があると認めたとき。 

２ 前項の規定は、前条第２項の規定により課税免除又は不均一課税の適用を承

継した者が前項各号に該当する場合についても、同様とする。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和２年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用する。 
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提案理由 

地域経済の活力再生及び雇用の場の創出により若年層の定住を図ることを

目的とした固定資産税の課税免除及び不均一課税に関し、必要な事項を定める

ため。 
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